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甲賀市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例案要綱 

 

１ 制定の理由 

  国の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準が制定され、本市においても

令和８年４月から乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を実施するにあ

たり、条例で運営の基準を定める必要があるため制定するものです。 

 

２ 制定の概要 

 （１） 一般原則について規定します。 

【第２条関係】 

 （２） 利用定員について規定します。 

【第３条関係】 

 （３） 乳児等通園支援事業を実施するに当たり、事業者が守るべき項目につい

て規定します。 

【第４条～第１１条関係】 

 （４） 支払及び乳児等支援給付費の通知等について規定します。 

【第１２条及び第１３条関係】 

 （５） 特定乳児等通園支援の取扱方針及び評価等について規定します。 

【第１４条及び第１５条関係】 

（６） 乳児等支援給付認定子ども及びその保護者への対応について規定します。 

【第１６条及び第１７条関係】 

 （７） 乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知について規定します。 

【第１８条関係】 

 （８） 事業の運営について定めるべき重要事項に関する規程について規定しま

す。 

【第１９条関係】 



 （９） 勤務体制の確保等及び利用定員の遵守について規定します。 

【第２０条及び第２１条関係】 

 （１０） 特定乳児等通園支援事業所における運営規程の概要、職員の勤務の体

制等の掲示について規定します。 

【第２２条関係】 

 （１１） 乳児等支援給付認定子どもへの対応について規定します。 

【第２３条～第２６条関係】 

 （１２） 利益供与等の禁止について規定します。 

【第２７条関係】 

 （１３） 苦情解決について規定します。 

【第２８条関係】 

 （１４） 地域との連携について規定します。 

【第２９条関係】 

 （１５） 事故発生の防止及び発生時の対応について規定します。 

【第３０条関係】 

 （１６） 会計の区分について規定します。 

【第３１条関係】 

 （１７） 記録の整備等について規定します。 

【第３２条関係】 

 （１８） 電磁的記録等について規定します。 

【第３３条関係】 

 （１９） この条例は、令和８年４月１日から施行します。 

【付則関係】 

 

３ その他 

  令和８年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体

において実施されます。 

令和８年度当初予算計上額 

【歳入】 

 款：１４使用料及び手数料 項：０１使用料 目：０２民生費使用料 



 １４０千円 

  款：１５国庫支出金 項：０２国庫補助金 目：０２民生費国庫補助金 

    ４，０５０千円 

  款：１６県支出金 項：０１県負担金 目：０１民生費県負担金 

    ６７５千円 

 【歳出】 

 款：０３民生費 項：０３児童福祉費 目：０３保育園費 

大事業：０４乳児等通園支援事業 中事業：０１乳児等通園支援事業 

小事業：０１乳児等通園支援事業 

  ８，３３４千円 


